
象となる部

分の金額が

5,000万円以

上１億円未

満のもの

ハ 契約の対

象となる部

分の金額が

5,000万円未

満のもの

(イ) 契約 ○

の対象と

なる部分

の金額が

500万円以

上のもの

(ロ) 契約

の対象と

なる部分

の金額が

500万円未

満のもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(２) 設計又は

監督の委託の

決定

イ 契約の対 ○

象となる部

分の金額が

１億円以上

のもの

ロ 契約の対 ○

象となる部

分の金額が

5,000万円以

上１億円未

満のもの

ハ 契約の対



象となる部

分の金額が

5,000万円未

満のもの

(イ) 契約 ○

の対象と

なる部分

の金額が

500万円以

上のもの

(ロ) 契約

の対象と

なる部分

の金額が

500万円未

満のもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(３) 鳥取県建

設工事執行規

則第30条第１

項の規定によ

る工事の監督

の委託の決定

イ 請負対象 ○

設計金額が

５億円以上

の工事に係

るもの

ロ 請負対象

設計金額が

５億円未満

の工事に係

るもの

(イ) 工事 ○

費が２億

円以上の

工事に係

るもの



(ロ) 工事 ○

費が２億

円未満の

工事に係

るもの

(４) 鳥取県建

設工事執行規

則第52条第１

項（同規則第

56条第２項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による工事の

完成検査の委

託

イ 請負対象 ○

設計金額が

５億円以上

の工事に係

るもの

ロ 請負対象

設計金額が

５億円未満

の工事に係

るもの

(イ) 工事 ○

費が２億

円以上の

工事に係

るもの

(ロ) 工事

費が２億

円未満の

工事に係

るもの

ａ 建築

工事に

係るも

の

(ａ) ○

営繕

費に

係る

本庁

舎等

の工

事に

係る

もの

(ｂ)

(ａ)

以外

のも

の

Ⅰ ○ 東部総合事務

東 所長

部

総

合

事

務

所

及

び

八

頭

総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

Ⅱ ○ 中部総合事務

中 所長

部



総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

Ⅲ ○ 西部総合事務

西 所長

部

総

合

事

務

所

及

び

日

野

総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

ｂ 設備

工事に

係るも

の

(ａ) ○

工事

費が

6,000

万円

以上

の工

事に

係る

もの

(ｂ)

工事

費が

6,000

万円

未満

の工

事に

係る

もの

Ⅰ ○

営

繕

費

に

係

る

本

庁

舎

等

の

工

事

に

係

る

も

の



Ⅱ

Ⅰ

以

外

の

も

の

(Ⅰ) ○ 東部総合事務

所長

東

部

総

合

事

務

所

及

び

八

頭

総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

(Ⅱ) ○ 中部総合事務

所長

中

部

総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

(Ⅲ) ○ 西部総合事務

所長

西

部

総

合

事

務

所

及

び

日

野

総

合

事

務

所

の

所

管

区

域

に

係

る

も

の

(三) 工事及び

工事に伴う委

託業務に係る



鳥取県建設工

事等の入札制

度に関する規

則第21条の規

定による入札

者の指名

(１) 請負対象 ○

設計金額が２

億円以上の工

事に係るもの

(２) 請負対象

設計金額が２

億円未満の工

事に係るもの

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 請負 ○

対象設計

金 額 が

6,000万円

以上の工

事に係る

もの

(ロ) 請負

対象設計

金 額 が

6,000万円

未満の工

事に係る

もの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区



域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(３) 委託対象 ○

設計金額が

5,000万円以上

の委託業務に

係るもの

(４) 委託対象 ○

設計金額が500

万円以上5,000

万円未満の委

託業務に係る

もの

(５) 委託対象

設計金額が

500万円未満の

委託業務に係

るもの

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 請負 ○

対象設計

金 額 が

6,000万円

以上の工

事に係る



もの

(ロ) 請負

対象設計

金 額 が

6,000万円

未満の工

事に係る

もの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

技一 建設工事 略 技一 建設工事 略

術 に係る資材 術 に係る資材

企 の再資源化 企 の再資源化

画 等に関する 画 等に関する

課 法律に基づ 課 法律（平成

く知事の権 12年法律第

限に属する 104号）に

事務（県土 基づく知事

総務課の所 の権限に属

掌事務に係 する事務

るものを除

く。）

二 土地収用１ 同法第11条第１ ○

法（昭和26 項及び第４項の規

年法律第 定による事業の準

219号）に 備のための土地の

基づく知事 立入の許可及び通

の権限に属 知

する事務

２ 同法第14条第１ ○

項の規定による土

地の試掘等の許可

３ 同法第14条第１ ○

項及び第３項の規

定による障害物の

伐除の許可の申請



４ 同法第15条の２ ○

第１項の規定によ

る土地等の取得に

ついて合意が成立

しない場合のあっ

せんの申請

５ 同法第16条の規 ○

定による事業の認

定の申請

６ 同法第17条第２ ○

項の規定による事

業の認定

７ 同法第19条（同 ○

法第32条第２項及

び第34条の２第２

項において準用す

る場合を含む。）

の規定による事業

認定申請書等の欠

陥の補正及び却下

８ 同法第21条第１ ○

項の規定による土

地の管理者等から

の意見の聴取

９ 同法第21条第２ ○

項の規定による事

業の認定に関する

処分についての意

見の提出

10 同法第22条の規 ○

定による専門的学

識及び経験を有す

る者の意見の聴取

11 同法第23条の規 ○

定による公聴会の

開催

12 同法第24条第１ ○

項の規定による市

町村長への事業認

定申請書等の写し

の送付

13 同法第24条第４ ○

項及び第５項（同

法第34条の４第３

項において準用す

る場合を含む。）

の規定による市町

村長の権限の代行

及び権限を代行す

る旨の通知

14 同法第25条第２ ○

項の規定による事

業の認定に係る利

害関係人の意見書

の国土交通大臣へ

の送付又は報告

15 同法第26条第２ ○

項の規定による事

業の認定の報告及

び事業の認定に関

する書類の写しの

送付

16 同法第27条第３ ○

項の規定による事

業の認定に関する

処分に係る国土交

通大臣への意見の

提出

17 同法第27条第６ ○

項の規定による事

業の認定に係る公



聴会の記録等の国

土交通大臣への送

付

18 同法第28条の規 ○

定による事業の認

定の拒否

19 同法第28条の３ ○

の規定による土地

の形質の変更の許

可

20 同法第30条第１ ○

項（同法第30条の

２において準用す

る場合を含む。）

の規定による事業

の廃止等により土

地を収用し、又は

使用する必要がな

くなった旨の届出

及び周知の措置

21 同法第30条第２ ○

項（同法第30条の

２において準用す

る場合を含む。）

の規定による事業

の廃止又は変更が

あった旨の告示及

びその旨の国土交

通大臣への報告

22 同法第32条第１ ○

項の規定による収

用又は使用の手続

の保留の申立書の

提出

23 同法第34条の規 ○

定による収用又は

使用の手続を保留

した土地について

の手続を開始する

旨の申立て

24 同法第34条の３ ○

の規定による収用

又は使用の手続が

開始される旨及び

図面の縦覧場所の

告示

25 同法第34条の４ ○

の規定による図面

の市町村長への送

付

26 同法第35条第１ ○

項及び第２項の規

定による事業の準

備のため等の土地

等の測量及び調査

並びに当該土地等

の占用者への通知

27 同法第36条第４ ○

項の規定による市

町村長に対する立

会及び署名押印の

要求

28 同法第36条第５ ○

項の規定による立

会人の指名

29 同法第42条第５ ○

項の規定による収

用委員会に対する

書類の送付の要求

30 同法第42条第６ ○

項の規定による収

用委員会への公告



の日の通知

31 同法第40条第１ ○

項の規定による収

用委員会に対する

裁決の申請及び同

法第47条の３第１

項の規定による収

用委員会に対する

明渡裁決の申立て

に係る書類の提出

32 同法第50条第２ ○

項の規定による収

用委員会に対する

和解調書の作成の

申請

33 同法第63条の規 ○

定による収用委員

会の審理における

意見書の提出等及

び参考人等の審問

の申立て

34 同法第79条の規 ○

定による物件の収

用の請求

35 同法第82条第３ ○

項及び第６項の規

定による替地の提

供についての収用

委員会の勧告の受

諾の決定

36 同法第82条第５ ○

項の規定による替

地の譲渡のあっ旋

の申請

37 同法第84条第１ ○

項の規定による工

事の代行による補

償の要求

38 同法第85条第１ ○

項の規定による物

件移転の代行によ

る補償の要求

39 同法第89条第１ ○

項の規定による事

業の認定後におけ

る土地の形質の変

更等の承認

40 同法第95条第２ ○

項及び第４項（同

法第97条第２項に

おいて準用する場

合を含む。）並び

に第５項の規定に

よる補償金等の供

託

41 同法第102条の２ ○

第１項の規定によ

る土地等の引渡し

等の請求

42 同法第105条の規 ○

定による土地の返

還又は原状回復

43 同法第107条第１ ○

項の規定による不

用となった土地等

の買受権者への通

知又は買受権者を

確知することがで

きない場合の公告

44 同法第116条第１ ○

項の規定による収



用委員会への協議

の確認の申請

45 同法第122条第１ ○

項の規定による非

常災害の際の土地

の使用

46 同法第123条第１ ○

項の規定による緊

急に施行する必要

がある事業のため

の土地の使用につ

いての収用委員会

への申立て

三 土地収用１ 同令第１条の３ ○

法施行令 の規定によるあっ

（昭和26年 せんに付さない旨

政令第342 の通知

号）に基づ

く知事の権２ 同令第１条の４ ○

限に属する の規定によるあっ

事務 せんに付した旨等

の通知

３ 同令第１条の７ ○

の規定によるあっ

せんの打切りの通

知

四 公共用地１ 同法第３条第１ ○

の取得に関 項の規定による特

する特別措 定公共事業の認定

置法（昭和 に係る関係住民か

36年法律第 らの意見の聴取等

150号）に

基づく知事２ 同法第４条第１ ○

の権限に属 項の規定による特

する事務 定公共事業の国土

交通大臣への認定

の申請

３ 同法第20条第１ ○

項の規定による収

用委員会への緊急

裁決の申立て

４ 同法第29条の規 ○

定による仮住居の

提供又は当該仮住

居の条件に適合

し、相当であるこ

とについての収用

委員会への確認の

申請

五 公共用地１ 同令第６条の規 ○

の取得に関 定による生活再建

する特別措 計画に定められた

置法施行令 事項の通知

（昭和36年

政令第285

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

六 公有地の１ 同法第６条第１ ○ 総合事務所長

拡大の推進 項の規定による土

に関する法 地の買取りの協議

律（昭和47 を行う地方公共団

年法律第66 体等の決定

号）に基づ

く知事の権２ 同法第６条第３ ○ 総合事務所長

限に属する 項の規定による土

事務 地の買取りを希望

する地方公共団体

等がない旨の通知

３ 同法第16条第３ ○

項の規定による県

土地開発公社の役

員の解任



４ 同法第18条第２ ○

項の規定による県

土地開発公社の予

算等の承認

５ 同法第19条第１ ○

項の規定による県

土地開発公社に対

する業務に関する

命令

七 鳥取県国１ 同条例第３条の

有地使用料 規定による占用料

徴収条例 等の減免

（平成12年 (一) 同条例第３ ○ 総合事務所長

鳥取県条例 条第１号の規定

第29号）に に係るもの

基づく知事 (二) (一)以外の ○

の権限に属 もの

する事務

八 国有財産１ 同令第３条の規

法施行令 定による普通財産

（昭和23年 を財務大臣へ引継

政令第246 ぐ場合の通知

号）に基づ (一) 法定外公共 ○

く知事の権 用財産（国土交

限に属する 通省所管国有財

事務（市町 産のうち、河川

村長に委任 法（昭和39年法

したものを 律第167号）、道

除く。） 路法（昭和27年

法律第180号）そ

の他の公共物の

管理に関する特

別の法律の適用

がない公共物の

用に供されてい

るものをいう。

以下八において

同じ。）を除く

行政財産の用途

の廃止によって

生じたもの又は

法定外公共用財

産の用途の廃止

によって生じた

普通財産の引継

ぎのうち面積が

３万平方メート

ルを超えるもの

(二) 法定外公共 ○ 総合事務所長

用財産の用途の

廃止によって生

じた普通財産の

引継ぎのうち面

積が３万平方メ

ートルを超えな

いもの

２ 同令第６条第５ ○

項第１号の規定に

よる法定外公共用

財産の交換につい

ての国土交通大臣

への協議

３ 同令第６条第５

項第２号の規定に

よる法定外公共用

財産の用途の廃止

(一) 国有財産特 ○

別措置法（昭和

27年法律第219

号）第５条第１

項第５号に規定

する用途の廃止

に係るもの

(二) 同令第６条 ○

第２項第１号チ

及びルに掲げる

国有財産に係る

もの

(三) (一)及び

(二)以外のもの



(１) 面積が３ ○

万平方メート

ルを超えるも

の

(２) 面積が３ ○ 総合事務所長

万平方メート

ルを超えない

もの

４ 同令第６条第５ ○

項第２号の規定に

よる法定外公共用

財産の用途の廃止

についての国土交

通大臣への協議

５ 同令第６条第５

項第３号の規定に

よる普通財産の譲

与

(一) 道路法第90 ○

条第２項並びに

下水道法第36条

の規定により譲

度するもの

(二) (一)以外の ○

もの

６ 同令第６条第５ ○

項第３号の規定に

よる普通財産の譲

与についての国土

交通大臣への協議

７ 同令第６条第５ ○

項第４号の規定に

よる所管換等につ

いての国土交通大

臣への協議

８ 同令第６条第５ ○

項第４号の規定に

よる法定外公共用

財産の使用につい

ての国土交通大臣

への協議

９ 同令第11条第３

号の規定による法

定外公共用財産と

する目的でする寄

附の受納

(一) 面積が３万 ○

平方メートルを

超える法定外公

共用財産の用途

の廃止に伴うも

の

(二) 面積が３万 ○ 総合事務所長

平方メートルを

超えない法定外

公共用財産の用

途の廃止に伴う

もの

九 測量法１ 同法第14条第３ ○

（昭和24年 項（同法第39条に

法律第188 おいて準用する場

号）に基づ 合を含む。）の規

く知事の権 定による基本測量

限に属する の実施及び終了の

事務 通知を受けた旨の

公示

２ 同法第21条第２ ○

項（同法第23条第

２項において準用

する場合を含

む。）の規定によ

る永久標識等の設

置の通知を受けた

旨の市町村長に対

する通知

３ 同法第24条の規 ○



定による移転の請

求の受理及び当該

請求に係る書面の

国土地理院の長へ

の送付

十 測量法施１ 同令第28条第２ ○

行令（昭和 項の規定による測

24年政令第 量業者登録簿閲覧

322号）に の場所等の告示

基づく知事

の権限に属

する事務

二 土木工事１ 同規則第４条の ○

に伴う委託 規定による入札参

業務に係る 加資格の設定

鳥取県建設

工事等の入２ 同規則第６条第 ○

札制度に関 ２項の規定による

する規則に 入札参加資格の付

基づく知事 与の決定

の権限に属

する事務 ３ 同規則第７条第 ○

２項第１号又は第

３項の規定による

有資格者が入札参

加資格を欠くに至

った旨の認定

４ 同規則第８条の ○

規定による入札参

加資格の他者への

引継ぎの認定

５ 同規則第34条、 ○

第36条又は第37条

本文の規定による

有資格者の資格制

限の決定

６ 同規則第38条の ○

規定による事情聴

取を行う旨の決定

７ 同規則第40条第 ○

１項の規定による

資格制限の期間の

短縮又は延長の決

定

８ 同規則第40条第 ○

２項の規定による

資格制限の解除の

決定

９ 同規則第41条第 ○

３項又は第４項の

規定による不服申

出の棄却又は不服

申出に係る資格制

限の取消しの決定

十一 その他 略 三 その他の 略

の事務 事務

２ 建設発生土処理

業務に関する事務

(一) 処分場の造 ○ 総合事務所長

成等の工事に係

る起工、変更設

計書の作成、施

工管理、監督及

び検査

(二) 処分場予定 ○ 総合事務所長

地の測量等業務

の委託に係る起

工、変更設計書

の作成、監督及

び検査

道一 道路法に 道一 道路法に１ 同法第９条（同 ○

路 基づく知事 路 基づく知事 法第10条第３項に

企 の権限に属 企 の権限に属 おいて準用する場

画 する事務 画 する事務 合を含む。）の規

課 （道路建設 課 定による路線の認



課の所掌事 定の公示

務に係るも

の を 除 ２ 同法第11条第３ ○

く。） 項の規定による他

の道路の路線と重

複する路線の指定

等の通知

３ 同法第13条第４ ○

項の規定による国

道の修繕又は災害

復旧に関する工事

の設計及び実施計

画についての関係

県との協議

１ 略 ４ 略

５ 同法第19条第１ ○

項の規定による道

路の管理の方法に

ついての関係道路

管理者との協議

６ 同法第19条第５ ○

項の規定による境

界地の道路の管理

についての協議の

内容の公示

２ 略 ７ 略

３ 略 ８ 略

４ 略 ９ 略

５ 略 10 略

６ 略 11 略

12 同法第31条第１ ○

項の規定による道

路と鉄道との交差

の方式等について

の鉄道事業者等と

の協議

７ 略 13 略

８ 略 14 略

９ 略 15 略

10 略 16 略

11 同法第37条第１ ○ 17 同法第37条第１ ○

項の規定による道 項及び第３項の規

路の占用を禁止 定による道路の占

し、又は制限する 用を禁止し、又は

区域の指定 制限する区域の指

定及びその旨の公

示

12 略 18 略

13 略 19 略

14 略 20 略

15 略 21 略

16 略 22 略

23 同法第44条第２ ○

項の規定による沿

道区域の公示

17 略 24 略

18 略 25 略

19 略 26 略

20 略 27 略



21 略 28 略

22 略 29 略

23 略 30 略

24 略 31 略

25 略 32 略

26 略 33 略

27 略 34 略

28 略 35 略

29 同法第47条の５ ○

第１項の規定によ

る歩行安全改築の

要請の受理

30 同法第47条の５ ○

第６項の規定によ

る公安委員会の意

見の聴取

31 同法第47条の７ ○ 36 同法第47条の６ ○

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る道路一体建物に る道路一体建物に

関する協定の締結 関する協定の締結

37 同法第47条の６ ○

第２項の規定によ

る道路一体建物に

関する協定を締結

した旨の公示

32 同法第47条の10 ○ 38 同法第47条の９ ○

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る道路保全立体区 る道路保全立体区

域の指定 域の指定

39 同法第47条の９ ○

第３項の規定によ

る道路保全立体区

域の指定等をする

旨の公示

33 略 40 略

34 略 41 略

35 略 42 略

43 同法第48条の２ ○

第４項の規定によ

る自動車専用道路

の指定等をする旨

の公示

36 略 44 略

37 略 45 略

38 略 46 略

39 略 47 略

40 略 48 略

49 同法第48条の13 ○

第５項の規定によ

る自転車専用道路

等の指定等をする

旨の公示

41 略 50 略

42 略 51 略

43 同法第48条の18 ○

第２項（同条第４

項において準用す

る場合を含む。）

の規定による利便



施設協定について

の意見書の受理

44 略 52 略

45 略 53 略

46 同法第54条第１ ○ 54 同法第54条第１ ○

項の規定による境 項の規定による境

界地の道路の管理 界地の道路の管理

の費用の分担金等 の費用の分担につ

の決定 いての協議

47 同法第55条第１ ○ 55 同法第55条第１ ○

項の規定による兼 項の規定による兼

用工作物の管理の 用工作物の管理の

費用の分担金等の 費用の分担につい

決定 ての協議

48 同法第58条の規 ○ 総合事務所長 56 同法第58条の規 ○

定による他の工事 定による他の工事

等により生じた道 等により生じた道

路に関する工事の 路に関する工事の

費用の負担の決定 費用の負担の決定

49 略 57 略

50 略 58 略

51 略 59 略

52 略 60 略

53 略 61 略

54 略 62 略

55 略 63 略

56 略 64 略

57 略 65 略

58 略 66 略

59 略 67 略

60 略 68 略

69 同法第69条第１ ○

項の規定による土

地の立入り等によ

る損失の補償

61 略 70 略

71 同法第69条第３ ○

項の規定による自

己の見積もった損

失補償金額の支払

い

62 略 72 略

73 同法第71条第３ ○

項の規定による必

要な措置を行う旨

の公告

63 略 73の２ 略

74 同法第72条第１ ○

項の規定による監

督処分に伴う損失

の補償

64 略 75 略

76 同法第75条第５ ○

項の規定による監

督処分に伴う損失

の補償

65 略 77 略



78 同法第91条第３ ○

項の規定による道

路予定区域の制限

による損失の補償

66 略 79 略

67 同法第95条の２ ○ 総合事務所長 80 同法第95条の２

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る公安委員会の意 る公安委員会の意

見の聴取 見の聴取及び公安

委員会との協議

(一) 同法第95条 ○ 総合事務所長

の２第１項に係

るもの

(二) 同法第95条 ○

の２第２項に係

るもの

68 同法第95条の２ ○

第２項の規定によ

る公安委員会との

協議

二 略 二 略

三 車両の通１ 同令第２条の規 ○

行の許可の 定による道路の指

手続等を定 定等の公示

める省令

（昭和36年

建設省令第

28号）に基

づく知事の

権限に属す

る事務

三 略 四 略

四 電線共同１ 略 五 電線共同１ 略

溝の整備等 溝の整備等

に関する特 に関する特２ 同法第３条第４ ○

別措置法 別措置法 項の規定による電

（平成７年 （平成７年 線共同溝を整備す

法律第39 法律第39 べき道路の指定等

号）に基づ 号）に基づ をした旨の公示

く知事の権 く知事の権

限に属する２ 略 限に属する３ 略

事務 事務

３ 略 ４ 略

４ 略 ５ 略

５ 略 ６ 略

６ 略 ７ 略

７ 略 ８ 略

８ 略 ９ 略

10 同法第８条第２ ○

項の規定による電

線共同溝の増設の

公示

９ 略 11 略

10 略 12 略

11 略 13 略

12 略 14 略

13 略 15 略

14 略 16 略

15 略 17 略

16 略 18 略

17 略 19 略

18 略 20 略



19 略 21 略

20 略 22 略

五 道路交 六 道路交１ 同法第78条第２ ○ 総合事務所長

通法（昭和 通法（昭和 項後段の規定によ

35年法律第 35年法律第 る道路の使用の許

105号）に 105号）に 可申請書の送付

基づく知事 基づく知事

の権限に属１ 略 の権限に属２ 略

する事務 する事務

２ 略 ３ 略

七 中国横断１ 土地の取得等の ○ 姫路鳥取線用

自動車道の ための土地、物件 地事務所長

用地取得等 等の調査、損失補

に関する事 償金額の算定等に

務 係る委託契約の締

結で、契約金額が

2,000万円未満のも

の

２ 土地の取得等及 ○ 姫路鳥取線用

び損失の補償に係 地事務所長

る契約の締結

３ 土地の取得等に ○ 姫路鳥取線用

伴う不動産登記法 地事務所長

による登記の嘱託

４ 国に対する協議 ○ 姫路鳥取線用

及び通知 地事務所長

八 土地改良１ 同令第２条の規 ○ 総合事務所長

登記令（昭 定による県営土地

和26年政令 改良事業の施行に

第146号） 係る地域内の土地

に基づく知 及び建物について

事の権限に の登記の嘱託

属する事務

（広域農道２ 同令第20条の規 ○ 総合事務所長

整備事業及 定による県営土地

び農林漁業 改良事業の施行に

用揮発油税 係る地域内の土地

財源身替農 の表示の変更の登

道整備事業 記の嘱託

に係るもの

に限る。）３ 同令第21条の規 ○ 総合事務所長

定による県営土地

改良事業の施行に

係る地域内におい

て農用地の保全又

は利用上必要な施

設の敷地を取得し

た場合における所

有権移転の登記の

嘱託

六 略 九 略

七 その他の 十 その他の１ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

事務 事務 業（広域農道整備

事業及び農林漁業

用揮発油税財源身

替農道整備事業に

係るものに限る。

以下この項におい

て同じ。）を施行

するために必要な

土地若しくは建

物、立木その他土

地に定着する物件

の取得、所有権以

外の土地に関する

権利の取得、使用

若しくは消滅又は

損失の補償に係る

契約の締結

２ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る施設等の

譲与の決定（財産

の交換、譲与、無

償貸付等に関する



条例第３条の規定

による普通財産の

譲与又は減額譲渡

に限る。）

３ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る施設等の

譲与に伴う登記の

嘱託及び嘱託の承

諾

４ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る分担金・

負担金の調定

５ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業により造成され

た財産に係る追加

改築等の承認

６ 県営土地改良事

業に係る行政財産

の使用許可及び行

政財産の使用料の

減免

(一) 重要なもの ○

(二) 軽易なもの ○ 総合事務所長

１ 略 ７ 略

道一 道路法に 道一 道路法に１ 同法第31条第１ ○

路 基づく知事 路 基づく知事 項の規定による道

建 の権限に属 建 の権限に属 路と鉄道との交差

設 する事務 設 する事務 の方式等について

課 （道路建設 課 （道路建設 の日本鉄道建設公

課の所掌事 課の所掌事 団等との協議

務に係るも 務に係るも

の に 限１ 同法第47条の７ ○ の に 限２ 同法第47条の６ ○

る。） 第１項の規定によ る。） 第１項の規定によ

る道路一体建物に る道路一体建物に

関する協定の締結 関する協定の締結

３ 同法第47条の６ ○

第２項の規定によ

る道路一体建物に

関する協定を締結

した旨の公示

２ 略 ４ 略

３ 略 ５ 略

４ 略 ６ 略

５ 略 ７ 略

６ 略 ８ 略

７ 略 ９ 略

８ 略 10 略

９ 略 11 略

10 略 12 略

11 略 13 略

12 略 14 略

13 同法第95条の２ ○ 総合事務所長 15 同法第95条の２ ○ 総合事務所長

第１項の規定によ 第１項の規定によ

る公安委員会の意 る公安委員会の意

見の聴取 見の聴取及び公安

委員会との協議

14 同法第95条の２ ○

第２項の規定によ

る公安委員会との

協議

二 都市計画１ 同法第59条第１ ○

法に基づく 項の規定による市

知事の権限 町村が施行する都

に属する事 市計画事業の認可



務（道路建

設課の所掌２ 同法第59条第２ ○

事務に係る 項の規定による県

ものに限 が施行する都市計

る。） 画事業の認可の申

請

３ 同法第59条第４ ○

項の規定による国

の機関、都道府県

及び市町村以外の

者が施行する都市

計画事業の認可

４ 同法第59条第５ ○

項の規定による都

市計画事業の認可

についての関係地

方公共団体の長の

意見の聴取

５ 同法第59条第６ ○

項本文（同法第63

条第２項において

準用する場合を含

む。）の規定によ

る都市計画事業の

認可についての用

排水施設等を管理

する者等の意見の

聴取

６ 同法第63条第１

項の規定による県

が施行する都市計

画事業に係る事業

計画の変更の認可

の申請並びに国の

機関及び県以外の

者が施行する都市

計画事業に係る事

業計画の変更の認

可

（一）１の認可に ○

係るもの

（二）２の申請に ○

係るもの

（三）３の認可に ○

係るもの

７ 同法第64条第１ ○

項の規定による同

法第59条第４項の

認可に基づく地位

の継承の承認

８ 同法第66条の規 ○ 総合事務所長

定による事業地内

の土地建物等の有

償譲渡について制

限があることを関

係権利者に周知さ

せるための必要な

措置並びに事業地

及びその付近地の

住民に対する説明

等の措置の実施

９ 同法第67条第２ ○

項の規定による土

地建物等を買い取

るべき旨の通知

10 同法第68条第２ ○ 総合事務所長

項の規定による買

い取るべき土地の

価額の協議

11 同法第80条第１

項の規定による報

告及び資料の提出

の要求並びに必要

な勧告及び助言

(一) ３、６の ○

(三)又は７の認



可等に係るもの

(二) １又は６の ○

(一)の認可に係

るもの

12 同法第81条第１

項の規定による許

可等の取り消し、

変更等の監督処分

及び必要な是正措

置の命令並びに同

条第２項の規定に

よる執行等

(一) ３、６の ○

(三)又は７の認

可等に係るもの

(二) １又は６の ○

(一)の認可に係

るもの

13 同法第82条第１

項の規定による立

入検査のうち12の

監督処分を行うた

めのもの

(一) 12の(一)の ○

監督処分を行う

ためのもの

(二) 12の(二)の ○

監督処分を行う

ためのもの

三 土地改良 二 土地改良１ 同法第７条第５ ○ 総合事務所長

法に基づく 法に基づく 項（同法第48条第

知事の権限 知事の権限 ９項（同法第96条

に属する事 に属する事 の３第５項におい

務（広域農 務（広域農 て準用する場合を

道整備事業 道整備事業 含む。）、第95条

及び基幹農 及び農林漁 第３項、第95条の

道整備事業 業用揮発油 ２第３項及び第96

に係るもの 税財源身替 条の２第５項にお

に限り、市 農道整備事 いて準 用する場

町村長に委 業に係るも 合を含む。）の規

任したもの のに限り、 定による農用地の

を除く。） 市町村長に 改良等に関し専門

委任したも 的知識を有する職

の を 除 員の援助

く。）

２ 同法第８条第１ ○

項の規定を準用す

る同法第48条第９

項（同法第96条の

３第５項において

準用する場合を含

む。）、第95条第

３項、第95条の２

第３項及び第96条

の２第５項の規定

による土地改良事

業計画等の適否の

決定

３ 同法第８条第２ ○ 総合事務所長

項（同法第48条第

９項（同法第96条

の３第５項におい

て準用する場合を

含む。）、第87条

第２項、第87条の

２第10項、第87条

の３第６項及び第

10項同条第13項及

び第15項、第95条

第３項、第95条の

２第３項並びに第

96条の２第５項に

おいて準用する場

合を含む。）の規

定による専門技術

者の委嘱

４ 同法第９条第２ ○

項（同法第48条第

９項（同法第96条

の３第５項におい



て準用する場合を

含む。）、第95条

第３項、第95条の

２第３項及び第96

条の２第５項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定

による異議の申出

に対する決定

５ 同法第48条第１ ○ 総合事務所長

項の規定による土

地改良事業計画の

変更又は土地改良

事業の廃止若しく

は新たな土地改良

事業の認可

６ 同法第49条第１ ○ 総合事務所長

項（同法第96条の

４において準用す

る場合を含む。）

の規定による応急

工事計画の認可

１ 略 ７ 略

２ 略 ８ 略

３ 略 ９ 略

４ 略 10 略

５ 略 11 略

６ 略 12 略

７ 略 13 略

８ 略 14 略

９ 略 15 略

10 略 16 略

11 略 17 略

12 略 18 略

13 略 19 略

14 略 20 略

15 略 21 略

16 略 22 略

17 略 23 略

18 略 24 略

19 略 25 略

20 略 26 略

四 土地改良１ 同令第２条の規 ○ 総合事務所長

登記令に基 定による県営土地

づく知事の 改良事業の施行に

権限に属す 係る地域内の土地

る事務（広 及び建物について

域農道整備 の登記の嘱託

事業及び基

幹農道整備２ 同令第20条の規 ○ 総合事務所長

事業に係る 定による県営土地

ものに限 改良事業の施行に

る。） 係る地域内の土地

の表示の変更の登

記の嘱託

３ 同令第21条の規 ○ 総合事務所長

定による県営土地

改良事業の施行に

係る地域内におい

て農用地の保全又

は利用上必要な施



設の敷地を取得し

た場合における所

有権移転の登記の

嘱託

五 その他の１ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

事務 業（広域農道整備

事業及び基幹農道

整備事業に係るも

のに限る。以下こ

の項において同

じ。）を施行する

ために必要な土地

若しくは建物、立

木その他土地に定

着する物件の取

得、所有権以外の

土地に関する権利

の取得、使用若し

くは消滅又は損失

の補償に係る契約

の締結

２ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る施設等の

譲与の決定（財産

の交換、譲与、無

償貸付等に関する

条例第３条の規定

による普通財産の

譲与又は減額譲渡

に限る。）

３ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る施設等の

譲与に伴う登記の

嘱託及び嘱託の承

諾

４ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業に係る分担金・

負担金の調定

５ 県営土地改良事 ○ 総合事務所長

業により造成され

た財産に係る追加

改築等の承認

６ 県営土地改良事

業に係る行政財産

の使用許可及び行

政財産の使用料の

減免

(一) 重要なもの ○

(二) 軽易なもの ○ 総合事務所長

河一 河川法に 略 河一 河川法に 略

川 基づく知事 川 基づく知事

課 の権限に属24 同法第23条の規 課 の権限に属24 同法第23条の規

する事務 定による流水の占 する事務 定による流水の占

用の許可 用の許可

(一)～(三) 略 (一)～(三) 略

(四） (一）から (四） (一）、 ○

（三）まで以外 （二）及び

のもの （三）以外のも

の

(１) 指定区間 ○

における準特

定水利使用及

び国土交通大

臣の承認を要

する水利使用

に係るもの

(２) (１)以外 ○ 総合事務所長

のもの

25 同法第24条の規 25 同法第24条の規

定による、河川区 定による、河川区

域内の土地の占用 域内の土地の占用

の許可 の許可

(一) 略 (一) 略

(二) 流水の占用 ○ (二) 流水の占用 ○

を伴うもののう を伴うもの

ち特定水利使

用、指定区間に



おける準特定水

利使用及び国土

交通大臣の承認

を要する水利使

用に係るもの

(三) 略 (三) 略

略 略

27 同法第26条第１ 27 同法第26条第１

項及び第４項の規 項及び第４項の規

定による、河川区 定による、河川区

域内の土地におけ 域内の土地におけ

る工作物の新築、 る工作物の新築、

改築等の許可 改築等の許可

(一) 略 (一) 略

(二) 流水の占用 ○ (二) 流水の占用 ○

を伴うもののう を伴うもの

ち特定水利使

用、指定区間に

おける準特定水

利使用及び国土

交通大臣の承認

を要する水利使

用に係るもの

(三) 略 (三) 略

略 略

35 同法第34条第１ 35 同法第34条第１

項の規定による権 項の規定による権

利の譲渡の承認 利の譲渡の承認

(一)及び(二) 略 (一)及び(二) 略

(三) (一)及び(二) ○ (三) 流水の占用 ○

以外で流水の占 の許可に係るも

用の許可に係る ののうち(一)及

もののうち指定 び(二）以外のも

区間における準 の

特定水利使用及

び国土交通大臣

の承認を要する

水利使用に係る

もの

(四) 略 (四) 略

略 略

39 同法第38条の規 ○

定による水利使用

の目的等の関係河

川使用者への通知

39 略 40 略

40 略 41 略

41 略 42 略

42 略 43 略

43 略 44 略

44 略 45 略

45 略 46 略

46 略 47 略

47 略 48 略

48 略 49 略

49 略 50 略

50 略 51 略

51 略 52 略

52 略 53 略

53 略 54 略

54 略 55 略

55 略 56 略



56 略 57 略

57 略 58 略

58 略 59 略

59 略 60 略

60 略 61 略

61 略 62 略

62 同法第75条の規 63 同法第75条の規

定による許可又は 定による許可又は

承認の取消し、変 承認の取消し、変

更等 更等

(一) 24の(一)、 ○ (一) 20、26又は ○ 総合事務所長

24の(三)、24の 27の(三)により

(四)(１)、25の 承認又は許可し

(一)、2 5の たものに係るも

(二)、2 7の の

(一)、2 7の

(二)、2 9の

(一)、3 2の

(一)、3 2の

(三)、3 5の

(一)、3 5の

(二)、3 5の

(三)、43又は48

により承認し、

又は許可したも

のに係るもの

(二) (一)以外の ○ 総合事務所長 (二) 24の(二)又 ○ 総合事務所長

もの は25の(三)によ

り許可したもの

に係るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外のもの

63 略 64 略

64 略 65 略

65 略 66 略

67 同法第89条第2項 ○ 総合事務所長

の規定による土地

の立入りについて

の土地の占有者に

対する通知

66 略 68 略

67 略 69 略

68 同法第95条の規 70 同法第95条の規

定による国の行う 定による国の行う

河川区域内の土地 河川区域内の土地

の占用等の協議 の占用等の協議

(一) 24の(一)、 ○ (一) 24の(一)、 ○

24の(三)、25の 24の(三)、25の

(一)、2 7の (一)、2 7の

(一)、2 9の (一)、2 9の

(一)、3 2の (一)、3 2の

(一)、3 5の (一)、3 5の

(一)、3 5の (一)、3 5の

(二)、43又は48 (二)、44又は49

に係るもの に係るもの

(二) 24の(四) ○ (二) 24の(四)、 ○

(１)、2 5の 25の(二)、27の

(二)、2 7の (二)、32の(三）

(二)、32の(三） 又は35の(三）に

又は35の(三）に 係るもの

係るもの

(三) 20、24の ○ 総合事務所長 (三) 20、24の ○ 総合事務所長

(二)、24の(四) (二)、2 5の

(２)、2 5の (三)、26、27の

(三)、26、27の (三）、29の

(三）、29の (二)、3 2の

(二)、3 2の (二)、3 5の

(二)、3 5の (四)、51、53、

(四)、50、52、 56又は58に係る

55又は57に係る もの

もの



69 略 71 略

略 略

七 海岸法に 略 七 海岸法に 略

基づく知事 基づく知事

の権限に属 の権限に属

する事務 する事務

（農地・水 （耕地課及

保全課及び び空港港湾

空港港湾課 課の所掌事

の所掌事務 務に係るも

に係るもの の を 除

を除く。） く。）

略 略

九 鳥取県海 略 九 鳥取県海 略

岸法施行細 岸法施行細

則に基づく 則に基づく

知事の権限 知事の権限

に属する事 に属する事

務（農地・ 務（耕地課

水保全課及 及び空港港

び空港港湾 湾課の所掌

課の所掌事 事務に係る

務に係るも ものを除

の を 除 く。）

く。）

略 略

略 略

空 略 空 略

港 港

港三 土木工事 略 港三 土木工事 略

湾 及び電気設 湾 及び電気設

課 備工事に係27 同規則第58条第 課 備工事に係27 同規則第58条第

る鳥取県建 １項の規定による る鳥取県建 １項の規定による

設工事執行 かしの修補及び損 設工事執行 かしの修補及び損

規則に基づ 害の賠償の請求 規則に基づ 害の賠償の請求

く知事の権 (一) 著しく重大 く知事の権 (一) 請負対象設 ○

限に属する なかしに係るも 限に属する 計金額が５億円

事務 の 事務 以上の工事に係

るもの

(１) 請負対象 ○

設計金額が５

億円以上の工

事に係るもの

(２) 請負対象 ○

設計金額が５

億円未満の工

事に係るもの

(二) (一)以外の (二) 請負対象設 ○

もの 計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

(１) 空港整備 ○ 鳥取空港管理

事業に係るも 事務所長

の

(２) 港湾整備 ○ 鳥取港湾事務

事業、漁港整 所長

備事業及び海

岸整備事業に

係るもの

略 略

略 略

十九 空港法１ 同法第８条第２ ○ 十九 空港整１ 同法第９条第２ ○

（昭和31年 項の規定による工 備法（昭和 項において準用す

法律第80 事の施行について 31年法律第 る同法第８条第２

号）に基づ の国土交通大臣と 80号）に基 項の規定による工

く知事の権 の協議 づく知事の 事の施行について

限に属する 権限に属す の国土交通大臣と

事務 る事務 の協議

２ 同法附則第３条 ○ ２ 同法附則第４項 ○

第３項において準 で準用する同法第

用する同法第６条 ６条第３項の規定

第３項の規定によ による直轄空港工

る直轄空港工事に 事についての国土



ついての国土交通 交通大臣との協議

大臣との協議

略 略

公 略 公 略

益 益

法三 一般社団 略 法三 一般社団 略

人 法人及び一 人 法人及び一

・ 般財団法人５ 同法第88条の規 ○ ・ 般財団法人５ 同法第88条の規 ○

団 に関する法 定によりなお従前 団 に関する法 定によりなお従前

体 律及び公益 の例によることと 体 律及び公益 の例によることと

指 社団法人及 される同法第38条 指 社団法人及 される同法第38条

導 び公益財団 の規定による改正 導 び公益財団 の規定による改正

課 法人の認定 前の民法（明治29 室 法人の認定 前の民法（明治29

等に関する 年法律第89号。以 等に関する 年法律第89号。以

法律の施行 下公益法人・団体 法律の施行 下公益法人・団体

に伴う関係 指導課の項の三に に伴う関係 指導室の項の三に

法律の整備 おいて「旧民法」 法律の整備 おいて「旧民法」

等に関する という。）第38条 等に関する という。）第38条

法律に規定 第２項の規定によ 法律に規定 第２項の規定によ

する知事の る特例社団法人の する知事の る特例社団法人の

権限に属す 定款の変更の認可 権限に属す 定款の変更の認可

る事務 る事務

略 略

略 略

五 宗教法人 略 五 宗教法人 略

法（昭和26 法（昭和26

年法律第９ 同法第81条第１ 年法律第９ 同法第81条第１ ○

126号）に 項の規定による裁 126号）に 項の規定による裁

基づく知事 判所に対する宗教 基づく知事 判所に対する宗教

の権限に属 法人の解散命令の の権限に属 法人の解散命令の

する事務 請求 する事務 請求

(一) 同項第４ ○

号の事由に係る

もの

(二) (一)以外の ○

もの

略 略

別表第３（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第３（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

行財政改革局、地域づくり支援局、子育て支援総室、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振 行財政改革局、人権局、地域づくり支援局、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振興総室、
興総室、市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限 市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

地方機関の 地方機関の
属 専 決 権 者 委任決裁権者 長の名称 属 専 決 権 者 委任決裁権者 長の名称

名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事
地方機 地方機 地方機 地方機

部長局長課長 部長局長課長 部長局長課長 部長局長課長
関の長 関の長 関の長 関の長

人一 地方公務１ 同法第17条第１項 人一 地方公務１ 同法第17条第１項

事 員法に基づ の規定により任免さ 事 員法に基づ の規定により任免さ

企 く知事の権 れる職員の任免及び ・ く知事の権 れる職員の任免

画 限に属する 給与の決定 評 限に属する

課 事務 (一)～(四) 価 事務 (一)～(四) 略

室

略 略

３ 同法第22条第２項 ○ ３ 同法第22条第２項 ○

の規定による臨時的 に規定する臨時的任

任用職員（任用期間 用職員（任用期間が

が１月未満の者を除 １月未満の者を除

く。）の任免及び給 く。）の任免

与の決定

４ 同法第26条の２第 ４ 同法第26条の２第

１項の規定による職 １項の規定による職

員の修学部分休業の 員の修学部分休業の

承認 承認

(一) 剖長等（部長 ○ (一) 剖長等（部長 ○

又はこれに相当す 又はこれに相当す

る職の職員をい る職の職員をい

う。以下人事企画 う。以下人事・評

課の項において同 価室の項において

じ。）及び総合事 同じ。）及び総合

務所長に係るもの 事務所長に係るも

の

(二) 次長等（次長 ○ (二) 次長等（次長 ○



又はこれに相当す 又はこれに相当す

る職の職員をい る職の職員をい

う。以下人事企画 う。以下人事・評

課の項において同 価室の項において

じ。）及び地方機 同じ。）及び地方

関の長(総合事務 機関の長(総合事

所長を除く。以下 務所長を除く。以

人事企画課の項に 下人事・評価室の

おいて同じ。）に 項において同

係るもの じ。）に係るもの

(三) 課長等（課長 ○ (三) 課長等（課長 ○

又はこれに相当す 又はこれに相当す

る職の職員をい る職の職員をい

う。以下人事企画 う。以下人事・評

課の項において同 価室の項において

じ。）に係るもの 同じ。）に係るも

の

(四) 略 (四) 略

略 略

二 地方自治 略 二 地方自治 略

法に基づく 法に基づく

知事の権限３ 次に掲げる者の任 知事の権限３ 次に掲げる者の任

に属する事 免及び給与の決定 に属する事 免

務 (一)～(四) 略 務 (一)～(四) 略

略 略

四 略 四 略

五 職員の給１ 同条例第４条の規 ○

与に関する 定による昇給等の決

条例（昭和 定

26年鳥取県

条例第３２ 同条例第16条の７ ○

号）に基づ の規定による勤勉手

く知事の権 当の支給総額の決定

限に属する

事務

六 職員の給１ 同規則第２条第２ ○

与の支給に 項の規定による給料

関する規則 の支給期日の変更に

（昭和27年 係る承認の申請

鳥取県人事

委員会規則２ 同規則第９条第１ ○

第３号）に 項又は第３項の規定

基づく知事 による扶養親族の認

の権限に属 定

する事務

七 職員の初１ 同規則第８条第２ ○

任給、昇 項の規定による昇格

格、昇給等 基準によることの承

の基準に関 認の申請

する規則

（昭和32年２ 同規則第13条第４ ○

鳥取県人事 項の規定による昇給

委員会規則 区分の決定に係る承

第10号）に 認の申請

基づく知事

の権限に属３ 同規則第20条の規 ○

する事務 定による給料の補正

及び訂正に係る承認

の申請

八 職務に専１ 同条例第２条の規

念する義務 定による職務に専念

の特例に関 する義務の免除の承

する条例 認

（昭和26年 (一) 次長等及び地 ○

鳥取県条例 方機関の長に係る

第５号）に もの（職務に専念

基づく知事 する義務の特例に

の権限に属 関する規則第２条

する事務 の表第９号から

第11号までの事由

に該当する場合に

限る。）

(二) 課長等に係る ○

もの（職務に専念

する義務の特例に

関する規則第２条

の表第９号から

第11号までの事由


